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現行の旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）では、「営業者は、宿泊しようとする者が伝
染性の疾病にかかっていると明らかに認められる場合を除いては、宿泊を拒んではならな
い」とされており、公衆浴場法（昭和 32 年法律第 139 号）では、「営業者は伝染性の疾病
にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない」と規定さ
れている。どちらの業種でも、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行を経験し、
施設によっては、適切な感染対策を超えて過剰な予防策が実施していたり、感染症を恐れて
の宿泊拒否などが懸念されている。そこで本研究では、旅館やホテルでの感染症アウトブレ
イクについての文献調査、宿泊施設での現地調査とインタビュー、事業者に対する宿泊拒否
及び入浴拒否を行った感染症の具体例等を含むアンケート調査を実施することにした。 
 公衆浴場の感染症事例や感染対策の実態把握のため、2022年2月に16都道府県の公衆浴場
生活衛生同業者組合へ郵送によるアンケート調査を実施した。更に、2022年9月から2023年1
月にかけて5カ所の旅館やホテルにおいて、環境表面や空気検体2000LからのウイルスRNA
や細菌の検出、館内CO2濃度を調べ、視察と従業員へのインタビューで感染対策実施状況を
確認した。また、2022年11～12月に、郵送質問紙やWeb質問紙調査により、旅館やホテルに
おける感染対策実施状況や宿泊拒否の状況を確認した。更に、ホテルや旅行関連の感染症ア
ウトブレイク事例のメディア報道や文献調査、及び宿泊拒否に関する海外法規を調査した。 

公衆浴場のアンケート調査は、質問紙を530部配布し410部回収した（回収割合77%）。過

去、客に感染症症状があり、利用を断った経験については79件（19%）あり、発疹や皮膚の

炎症が65件（82%）と最も多かった。旅館ホテルの施設環境調査では空気検体からはウイル

スRNAは検出されず、環境表面からは、1施設1検体（エレベータのボタン）からSARS-CoV

-2の遺伝子が検出され、複数個所から一般細菌が検出された。館内CO2濃度は概ね700ppm以

下であったものの、食事会場、フロント、喫煙所で利用者が集中する時間帯にはそれ以上と

なることがあった。各施設で手指消毒薬の設置や換気は概ね行われており、食事会場では客

の手袋着用が推奨されていた。旅館ホテルに対しての質問紙調査では、配布2,091部中484部

（23%）が回収された。宿泊客のチェックイン時の健康観察、従業員のマスク着用、出勤時

の健康観察、換気、密への注意、清掃への配慮等が約9割の施設で実施されていた。感染症

が疑われる、または感染症の客の利用を断った経験のある施設について、484施設のうち30

施設で該当があり、このうちCOVID-19が原因と回答をした施設は8施設（27％）あった。旅

館やホテル関連の感染症アウトブレイクに関する文献調査では、ホテル関連のアウトブレイ

クに関する文献は57あり、レジオネラ症が22（39%）、ノロウイルス感染症が13（23%）、

サルモネラ症と急性下痢症が各4（7%）であった。宿泊拒否に関する聴取を行った欧米アジ

ア8カ国・地域では、基本的に、国の法令によって営業による宿泊拒否に制限がかかってお

らず、例えば、シンガポールでは、COVID-19の流行への対応として、法令に基づき、宿泊

施設による有症状の入場者の入場拒否などが行われていた。 

旅館やホテルのビュッフェでは、利用客が手袋を使用していた状況においても細菌汚染を

認めており、手袋の使用は必ずしも感染を予防しないことが示唆された。旅館やホテルにお

ける感染リスクへの対応としては、施設内で感染伝播が起こりうると考えられる感染症に明

らかに罹患している場合を含め、有症状の利用客に適切に医療施設を紹介することが重要と

考えられた。旅館業における宿泊拒否に関しては、人権保護の観点から慎重な議論が必要で

あり、平時の法律下での扱いと、社会に影響が大きい感染症の勃発時での扱いを分けること

も意義があると考えられた。 
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A. 研究目的 

現行の旅館業法(昭和 23 年法律第 138 
号)においては、「営業者は、宿泊しようと
する者が伝染性の疾病にかかっていると明
らかに認められる場合を除いては、宿泊を拒
んではならない。」とされている。新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）に対して、
各宿泊施設では、様々な感染対策上の取り組
みが実施されている。施設によっては適切な
感染対策を超えて過剰な予防策が実施され
ていたり、感染症を恐れての宿泊拒否がある
ことが確認されている。 
そこで公衆浴場や旅館における感染症に

関係した問題を明らかにし、適切な感染対策
の在り方を検討するため、本研究では、公衆
浴場や旅館やホテルでの感染症アウトブレ
イクについての文献調査、海外法規の確認、
旅館等での現地調査とインタビュー、公衆浴
場や旅館業の事業者に対する宿泊拒否及び
入浴拒否を行った感染症の具体例等を含む
アンケート調査を実施することにした。 
 

B. 研究方法 

1．過去10年にメディアで報道された公衆浴

場や旅館における過去10年間の感染症関連

事例の確認 

 国内メディア上の2011年から2021年6月に

おける公衆浴場や旅館における感染症関連

報道を、2021年7月に確認した。 

 

2．公衆浴場の感染症事例や感染対策の実態

把握（アンケート調査） 

2022年2月に16都道府県の公衆浴場生活衛

生同業者組合へ郵送し、同年3月末に回収し

た。質問項目は、施設基本情報、感染症発生

状況、感染対策実施状況とした。 

 

3．旅館における現地病原体検査と感染対策

の実施状況に関する調査 

旅館1施設、シティホテル2施設、ビジネス
ホテル2施設の計5施設で、環境表面のウイル
ス細菌の検出、空気検体（2000L、MD-8）
からのウイルス・細菌検出、そして館内数カ

所のCO2濃度を調べた。また、感染対策の視
察とインタビューにより感染管理状況を確
認した。 
 
4．旅館やホテルにおける宿泊拒否（感染症
関連）の実態把握（アンケート調査） 
全日本ホテル旅館協同組合（主に旅館が加

盟、1448施設）、日本ホテル協会（主にシテ
ィホテルが加盟、233施設）、全日本ホテル
連盟（主にビジネスホテルが加盟、1158施設）
に加盟している宿泊施設を対象に、2022年1
1～12月に質問紙票調査を郵送又はWebでア
ンケート調査を実施した。項目は、店舗基本
情報、客・従業員・店舗内の感染対策につい
て、宿泊拒否や客とのトラブルの有無、CO
VID-19クラスターの経験、マニュアルの有
無とした。 
 
5．宿泊拒否に関する海外法規と文献の調査 
 感染症法が施行された1999年以降の旅館
が関係した感染症事例に関し、PubMedを用
い、文献的考察を行った。また、欧米やアジ
ア10カ国・地域の公衆衛生担当者に対し、メ
ールや対面による聞き取り調査を、2022年1
1月から2023年1月にかけて実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

1．過去10年にメディアで報道された公衆浴
場や旅館における過去10年間の感染症関連
事例の確認 
 2011年から2021年6月までにメディアに報
道されたものはレジオネラ9事例、食中毒4
事例、トコジラミ・南京虫3事例、白癬1事例
であった。 
 

2．公衆浴場の感染症事例や感染対策の実態

把握（アンケート調査） 

質問紙配布数は530件、回収数は410件（回
収割合77％）であった。施設の従業員数は1-
60人（平均4.3人）、営業日は5‐7日/週（平均
6日/週）、1日の利用客数は15‐700人（平均1
22人）、客の滞在時間は15‐180分（平均54分）
であった。COVID-19を理由として浴場を休
止した施設は38施設（9%）、過去5年間（20
16年～2021年）に新型コロナ以外の感染症で
利用客から苦情や連絡をうけた件数は10件
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で、内訳はレジオネラ3件（保健所からの連
絡）、発疹や皮膚疾患の疑い6件、水虫1件で
あった。過去、客に感染症症状があり、利用
を断った経験については79件（19%）あり、
発疹や皮膚の炎症が65件（82%）と最も多く、
ついで水虫4件（5%）、激しい咳や風邪症状
4件（5%）であった。利用客とトラブルにな
った事例は16件であった。 
 
3．旅館における現地病原体検査と感染対策
の実施状況に関する調査 

5 施設、計 20 カ所で採取した空気検体か

らは SARS-CoV-2 や呼吸器感染症のウイル

スの遺伝子は検出されなかった。高頻度接触

面を中心とした計 114 ヶ所の環境表面ふき

取り検体からは、1施設 1検体（エレベータ

のボタン）から SARS-CoV-2 の遺伝子が検出

され、下痢症ウイルスの遺伝子は検出されな

かった。細菌検査では、朝食会場の机、トー

スターおよびピッチャー等、ロビー等共用部

の手すりやテーブル、エレベーターのボタン

等といった高頻度接触面から、また共用トイ

レ内から一般細菌が一定数（300CFU/ml）以

上確認された。CO2濃度は概ね 700ppm以下

であったものの、朝食会場、フロント等で利

用者が集中する時間帯を中心にそれ以上と

なることがあり、1施設の喫煙所においては

2000ppmを超えた時間帯があった。感染対策

実施状況としては、各施設の入り口に手指消

毒薬および検温計の設置がされ、施設内のフ

ロント、エレベーター乗降口、浴場やフィッ

トネスクラブ等の館内施設の入り口にも数

の多少はあるものの手指消毒薬が設置され

ていた。施設内や客室清掃では、2020 年春

以降エタノール等により高頻度接触面のふ

きとり清掃を追加している施設もあった。朝

食がビュッフェ形式の施設では、宿泊客が各

自食事を取り分ける際に使い捨て手袋の着

用を求めていた。 

 

4．旅館やホテルにおける宿泊拒否（感染症

関連）の実態把握（アンケート調査） 

 質問紙は2091部配布され、484部が回収さ

れた（回収割合23％）。宿泊客のチェックイ

ン時の健康観察は概ね95%以上の施設で実

施されており、従業員への感染症対策につい

てもマスク着用、出勤時の健康観察、換気、

密への注意等が約9割の施設で実施されてい

た。店舗においても、換気、清掃への配慮が

約9割の施設で実施されていた。宿泊拒否が3

0件で確認され、このうちCOVID-19が原因と

回答をした施設は8施設（27％）あった。。 

 

5．宿泊拒否に関する海外法規と文献の調査 

最初のスクリーニングで拾い上げられた8

744の文献のうち、ホテル関連のアウトブレ

イクに関する文献は57であった。57文献のう

ち、レジオネラ症が22（39%）、ノロウイル

ス感染症が13（23%）、サルモネラ症と急性

下痢症が各4（7%）であった。客間の感染事

例が30（53%）であり、従業員間の感染事例

が1（2%）、客と従業員間の感染事例が15（2

6%）、その他が11であった。宿泊拒否に関

する海外法規の調査では、対象とした10カ

国・地域のうち、基本的に、国の法令によっ

て営業による宿泊拒否に制限がかかってお

らず、例えば、シンガポールでは、COVID-

19の流行への対応として、法令に基づき、宿

泊施設による有症状の入場者の入場拒否な

どが行われていた。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究課題を遂行するにあたり、「人を対象

とする生命科学・医学系研究に関する倫理指

針」を遵守し実施した。 

 

Ｄ．考察 

公衆浴場では皮膚疾患を理由とした店舗

による利用拒否が過去5年間に2割弱の店舗

で行われていたが、有症状の利用客が訪れた

時に医療に繋げる仕組みが重要と考えられ

た。 

旅館やホテルの朝食会場や喫煙所では、空

気・エアロゾル感染の可能性が否定できず、

各施設でCO2濃度も加味しながら、適切な換

気を確保していくことが感染予防に重要で

あると考えられた。また、環境表面からのS

ARS-CoV-2や一般細菌の検出から、旅館やホ

テルで従業員や利用客が適切な方法で手指

衛生を実施することが、病原微生物の接触感

染予防に重要であると考えられた。ただし、

ビュッフェでは、利用客が手袋を使用してい

た状況においても細菌汚染を認めており、手

袋の使用は必ずしも環境汚染を予防しない

ことが示唆された。 

2020年のCOVID-19流行以降、ほとんど全

ての宿泊施設が、宿泊客・従業員に対してC

OVID-19の予防対策に努めていた。現在の、

旅館業法では旅館やホテルが宿泊を拒否で

きないとされているが、明らかな感染症患者

以外に、有症状の利用者に対して宿泊を拒否

するのではなく医療に繋げることで、感染拡

大防止に寄与できる可能性があると考えら

れた。 

海外法規の調査では、確認したアジア4カ

国・地域、欧米4カ国では、基本的に、国の

法令によって営業による宿泊拒否に制限が

かかっておらず、例えば、シンガポールでは、
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COVID-19の流行への対応として、法令に基

づき、宿泊施設による有症状の入場者の入場

拒否などが行われていた。宿泊を拒否するべ

きかどうかの議論は、平時と有事で分けて行

っていくことが有用と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

施設内で感染伝播が起こりうると考えら

れる感染症に明らかに罹患している場合を

含め、有症状の利用客に適切に医療施設を紹

介することが重要と考えられた。旅館業にお

ける宿泊拒否に関しては、人権保護の観点か

ら慎重な議論が必要であり、平時の法律下で

の扱いと、社会に影響が大きい感染症の勃発

時の扱いを分けることも意義があると考え

られた。 

 

 
Ｆ．健康危険情報 
該当なし 

 
 
Ｇ．研究発表 
 該当なし 
 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
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1. 特許取得  なし  
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